
第二級陸上特殊無線技士試験問題 

 
（注） 解答は、答えとして正しいと判断したものを一つだけ選び、答案用紙の答欄に正しく記入（マーク）すること。 

 

法  規  １２問 

無線工学  １２問 

 

〔１〕 次の記述は、電波法に規定する「無線局」の定義

である。      内に入れるべき字句を下の番号から

選べ。 

 

    「無線局」とは、無線設備及び       の総体を

いう。ただし、受信のみを目的とするものを含まな

い。 

 

１ 無線設備の操作を行う者 

２ 無線設備の管理を行う者 

３ 無線設備の操作の監督を行う者 

４ 無線設備を所有する者 

 

 

 

〔２〕 無線局の免許人は、識別信号（呼出符号、呼出名

称等をいう。）の指定の変更を受けようとするときは、

どうしなければならないか。次のうちから選べ。 

 

   １ 総務大臣に識別信号の指定の変更を届け出る。 

   ２ あらかじめ総務大臣の指示を受ける。 

   ３ 総務大臣に免許状を提出し、訂正を受ける。 

   ４ 総務大臣に識別信号の指定の変更を申請する。 

 

 

 

 

〔３〕 「Ｆ３Ｅ」の記号をもって表示する電波の型式は

どれか。次のうちから選べ。 

 

   １ 角度変調で周波数変調・アナログ信号である単

一チャネルのもの・電話（音響の放送を含む。） 

   ２ パルス変調で無変調パルス列・変調信号のない

もの・無情報 

   ３ 角度変調で周波数変調・デジタル信号である単

一チャネルのもの・ファクシミリ 

   ４ 振幅変調の両側波帯・アナログ信号である単一

チャネルのもの・電話（音響の放送を含む。） 

 

 

 

 

 

〔４〕 無線従事者は、その業務に従事しているときは、

免許証をどのようにしていなければならないか。次

のうちから選べ。 

 

   １ 通信室内の見やすい箇所に掲げる。 

   ２ 携帯する。 

   ３ 通信室内に保管する。 

   ４ 無線局に備え付ける。 

 

 

 

 

 

 
 

 

〔５〕 総務大臣が無線従事者の免許を与えないことがで

きる者は、無線従事者の免許を取消し、取消しの日

からどれほどの期間を経過しないものか。次のうち

から選べ。 

 

   １ ３年 

   ２ １年 

   ３ ５年 

   ４ ２年 

 

 
 

〔６〕 第二級陸上特殊無線技士の資格を有する者が、陸

上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行

うものの多重無線設備の外部の転換装置で電波の質

に影響を及ぼさないものの技術操作を行うことがで

きるのは、空中線電力何ワット以下のものか。次の

うちから選べ。 

 

   １ ５０ワット 

   ２ ３０ワット 

   ３ ２０ワット 

   ４ １０ワット 
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〔７〕 無線電話通信において、応答に際して直ちに通報

を受信しようとするときに応答事項の次に送信する

略語はどれか。次のうちから選べ。 
 
   １ 了解 

２ 送信してください 
   ３ どうぞ 
   ４ ＯＫ 
 

 

 

 

 

 

〔８〕 無線局の定期検査（電波法第７３条第１項の検査）

において検査される事項に該当しないものはどれか。

次のうちから選べ。 
 

１ 無線従事者の知識及び技能 
２ 無線従事者の資格及び員数 
３ 無線設備 
４ 時計及び書類 

 
 

 

〔９〕 免許人は、無線局の検査の結果について総務大臣

から指示を受け相当な措置をしたときは、どうしな

ければならないか。次のうちから選べ。 
 
   １ その措置の内容を免許状の余白に記載する。 
   ２ その措置の内容を無線局事項書の写しの余白に

記載する。 
   ３ その措置の内容を検査職員に連絡し、再度検査

を受ける。 
   ４ 速やかにその措置の内容を総務大臣に報告する。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔10〕 無線従事者がその免許を取り消されることがある

場合に該当しないものはどれか。次のうちから選べ。 
 

１ 不正な手段により無線従事者の免許を受けたと

き。 
２ 引き続き５年以上無線設備の操作を行わなかっ

たとき。 
３ 著しく心身に欠陥があって無線従事者たるに適

しない者に該当するに至ったとき。 
４ 電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれら

に基づく処分に違反したとき。 
 

 

 

〔11〕 無線局の免許人は、主任無線従事者を選任し、又

は解任したときは、どうしなければならないか。次

のうちから選べ。 
 
   １ １箇月以内にその旨を総務大臣に届け出る。 
   ２ ２週間以内にその旨を総務大臣に報告する。 
   ３ 速やかに総務大臣の承認を受ける。 
   ４ 遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出る。 

 

 

 

〔12〕 無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人

であった者は、その免許状をどうしなければならな

いか。次のうちから選べ。 

 

   １ １箇月以内に総務大臣に返納する。 

   ２ 直ちに廃棄する。 

   ３ ３箇月以内に総務大臣に返納する。 

   ４ ２年間保管する。 
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